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規　　　　　則
 　　　　　　　　　　　　

　林業種苗法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和６年４月30日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

山形県規則第52号

林業種苗法施行細則の一部を改正する規則

　林業種苗法施行細則（昭和46年２月県規則第６号）の一部を次のように改正する。

　第７条第２号中「９月10日」を「９月１日」に改める。

　第９条を削り、第10条を第９条とする。

　別表を次のように改める。

県 章
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別表

　１　苗木規格（裸苗）

　２　苗木規格（コンテナ苗）

樹　　種 苗　齢 区　分 規　格 苗　　長 根 元 径 備　　　　　考

す　　ぎ

３年生

３号 特大
45㎝以上

55㎝以下
９㎜以上

根系、根張りともに良好で無病無傷

のものであること。

４〃 大 35㎝以上 ８　 〃 〃

５〃 中 30　 〃 ７　 〃 〃

６〃 小 25　 〃 ６　 〃 〃

２年生 ３〃 大 30　 〃 5.5　 〃 〃

あかまつ ２年生

４〃 大 20　 〃 ５　 〃 〃

５〃 小 15　 〃 4.5　 〃 〃

くろまつ ２年生

３〃 大 20　 〃 ６　 〃 〃

４〃 小 15　 〃 ５　 〃 〃

からまつ ２年生

４〃 大 35　 〃 ７　 〃 〃

５〃 小 30　 〃 ６　 〃 〃

樹　　種 区　分 規　格 苗　　長 根 元 径 推奨容量 備　　　　　考

す　　ぎ

２号 大苗 60㎝以上 7.5㎜以上 300cc

(1) 根系が満遍なく発達した成形

性の良い根鉢であること。

(2) 出荷時に自立しており湾曲し

ないこと。

(3) 露出した状態の根鉢を軽く

振って、培地が崩れ落ちない状

態であること。

(4) 無病無傷のものであること。

５〃

大 35　 〃  ４　 〃 150cc 〃

中 30　 〃  ４　 〃 〃 〃

あかまつ ６〃 20　 〃 4.5　 〃 〃 〃

くろまつ ６〃 20　 〃 4.5　 〃 〃 〃
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　別記様式第６号を削る。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

 　　　　　　　　　　　　

告　　　　　示
 　　　　　　　　　　　　

山形県告示第357号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、米沢市長から次のと

おり公共測量を実施する旨の通知があった｡

　　令和６年４月30日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　公共測量を実施する地域

　　米沢市中央一丁目地内

２　公共測量を実施する期間

　　令和６年３月11日から同年５月22日まで

３　作業の種類

　　公共測量（基準点測量）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第358号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、山形県知事から次の

とおり公共測量を実施する旨の通知があった｡

　　令和６年４月30日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　公共測量を実施する地域

　　天童市貫津地内

２　公共測量を実施する期間

　　令和６年４月25日から同年９月30日まで

３　作業の種類

　　公共測量（基準点測量、路線測量、現地測量）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第359号

　次の開発行為は、完了した。

　　令和６年４月30日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　許可番号

　　令和５年11月29日　指令村総建第238号

２　開発区域に含まれる地域の名称

　　上山市金瓶字原237番４、238番10

３　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　上山市金瓶字原219番地　菅野　貴之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

からまつ

２〃 大苗 70　 〃 6.5　 〃 300cc 〃

５〃 大 35　 〃 4.5　 〃 150cc 〃
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山形県告示第360号

　次の開発行為は、完了した。

　　令和６年４月30日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　許可番号　　

　　令和６年４月９日　指令村総建第115号

２　開発区域に含まれる地域の名称

東根市大字神町字西原1076番、1077番、1078番、1079番、1080番、1081番、1082番、1083番、1084番、1085番、

1087番、1106番、1107番、1108番、1109番、1110番、1111番、1127番

３　開発許可を受けた者の住所及び名称

　　山形市諏訪町二丁目１番20号　第一貨物株式会社　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第361号

　山形県証紙条例施行規則（昭和39年４月県規則第34号）第16条第１項の規定により、次のとおり証紙の売りさば

き業務を廃止する旨の届出があった。

　　令和６年４月30日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　選挙管理委員会関係　

告　　　　　示

山形県選挙管理委員会告示第13号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定により、政治団体から次のとおり政治団体の設立

の届出があった。

　　令和６年４月30日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　粕　　　谷　　　真　　　生

　その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）のうち国会議員関係政治団体以外の政治団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第14号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条第１項の規定により、政治団体から次のとおり届出事項の異動

の届出があった。

　　令和６年４月30日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　粕　　　谷　　　真　　　生

売りさばき人

売りさばき所の所在地 廃止年月日

名称及び代表者氏名 所在地

鶴岡銀座商店街振興組合

理事長　鈴木　裕士
鶴岡市本町一丁目４番23号 同　　左 令和 6. 5. 1

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名
会計責任者の氏

名
主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日

遊佐りょうた後援会 遊 佐 亮 太 遊 佐 亮 太 飽海郡遊佐町吉出字和田76番地
令和

6. 2.27

石山ひろあき後援会 石 山 廣 昭 石 山 広 義 山形市大字中里240
同

3.12
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１　政党の支部

２　その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称
代表者の氏

名
異 動 事 項

内　　　　　容
異動年月日

新 旧

自由民主党寒河江

支部
阿 部　 清

主たる事務所

の所在地

寒河江市大字西根字長

面156－１
寒河江市大字西根2078

令和

6. 2.25
代表者の氏名 阿 部 　 清 小 野 幸 作

会計責任者の

氏名
野 　 口 　 康 一 郎 伊 藤 正 彦

自由民主党山形県

山形市第九支部
伊 藤 香 織

主たる事務所

の所在地

山形市南館３－26－26　

スタジオアヴァン101

号室

山形市大字片谷地450
同

2.28

日本共産党村山地

区委員会
稲 毛 浩 行

代表者の氏名 稲 毛 浩 行 佐 藤 真 理
同

3. 1会計責任者の

氏名
佐 藤 真 理 佐 竹 祐 樹

政治団体の名称
代表者の氏

名
異 動 事 項

内　　　　　容
異動年月日

新 旧

浩 友 会 小 国 浩 文
会計責任者の

氏名
大 鳥 　 満 佐 藤 光 晴

令和

5. 5. 1

早坂民奈後援会 早 坂 民 奈

代表者の氏名 早 坂 民 奈 後 藤 弘 子
同

6. 2.29

会計責任者の

氏名
早 　 坂 　 麻 由 子 早 坂 武 昌

同

5. 5.13

新庄最上まちの活

性化を考える会
佐 藤 美 奈

主たる事務所

の所在地
新庄市堀端町７－70 新庄市本町３－51

同

9.15

新庄市最上郡医師

連盟
杵 渕　 篤

主たる事務所

の所在地
新庄市大手町２番22号 新庄市大手町２番49号

同

6. 3. 1

渡部ひでき後援会 我 妻 昇 代表者の氏名 我 妻  昇 渡 部 武 栄 同

山尾じゅんき後援

会
山 尾 順 紀

会計責任者の

氏名
山 尾 瑛 紀 荒 川 　 力

同

3. 4

湧々町づくりの会 菅 原 基

代表者の氏名 菅 原  基 齋 藤  武
同

3. 5会計責任者の

氏名
齋 　 藤 　 万 里 子 齋 藤  武

酒 田 Ｔ Ｒ Ｙ 21 相 馬 悠 祐

代表者の氏名 相 馬 悠 祐 池 田 一 真
同

3.13会計責任者の

氏名
小 林 赳 大 齋 藤 　 大

山形県民社協会酒

田支部
相 馬 悠 祐

代表者の氏名 相 馬 悠 祐 池 田 一 真

同
会計責任者の

氏名
小 林 赳 大 齋 藤 　 大
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山形県選挙管理委員会告示第15号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により、次のとおり政治団体の解散の届出があっ

た。

　　令和６年４月30日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　粕　　　谷　　　真　　　生

１　政党の支部

２　その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第16号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項第３号の規定により、公職の候補者から次のとおり資金

管理団体の届出事項の異動の届出があった。

　　令和６年４月30日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　粕　　　谷　　　真　　　生

柿﨑英矢後援会 山 﨑 和 彦 代表者の氏名 山 﨑 和 彦 甲 州 豊 喜
同

3.21

政 治 団 体 の 名 称 代 表 者 の 氏 名 解 散 年 月 日

自由民主党山形県鶴岡市第七支部 菅 原 一 浩 令和 5.11.30

政 治 団 体 の 名 称 代 表 者 の 氏 名 解 散 年 月 日

庄司りか後援会 庄 司 里 香 令和 5. 6. 6

遠田伯保を励ます会 京 郷 有 一 令和 5.11.20

時田博機後援会 池 田 源 衛 令和 6. 2.10

荒川健一後援会 荒 川 幸 男 令和 6. 2.19

早坂民奈後援会 早 坂 民 奈 令和 6. 2.29

小口なおし後援会 小 口 尚 司 令和 6. 3.14

酒田のぞみの会 小 松 　 賢 令和 6. 3.15

資金管理団体の届

出をした者の氏名

資金管理団体の

名称
異 動 事 項

内　　　　　容
異動年月日

新 旧

松 井 　 愛
まつい愛サポー

トプロジェクト
公職の種類 山 形 県 議 会 議 員 山 形 市 議 会 議 員

令和

5. 4.30

山 科 朝 則 山科朝則後援会 公職の種類 新 庄 市 長 山 形 県 議 会 議 員
同

9.30
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そ　　の　　他
 　　　　　　　　　　　　

　公営住宅法（昭和26年法律第193号）第22条第１項及び第47条第１項の規定により、山形県県営住宅の入居者の

一般公募を次のとおり行う。

　　令和６年４月30日

山 形 県 住 宅 供 給 公 社　　　　　　　

理 事 長　　沼　　　澤　　　好　　　德
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4
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1
0
0
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7
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0
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1
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1
0
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3
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,
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0
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同
同

同
6
4
.
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1
8
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0
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2
1
,
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0
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4
,
7
0
0
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7
,
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0
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1
,
9
0
0

3
6
,
8
0
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同
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地
ア
パ

ー
ト
１
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西
村
山
郡
河
北
町
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荒
町
東
一
丁

目
４
－
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9
.
3

１
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4
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0
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6
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8
0
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9
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1
,
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4
,
8
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0
0

同

同
　
左
沢
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ー
ト
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大
江
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大
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4
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3
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3
0
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5
,
4
0
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1
7
,
6
0
0

1
9
,
8
0
0
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2
,
7
0
0

2
6
,
1
0
0

同

同
　
大
石
田
ア

パ
ー
ト

北
村
山
郡
大
石
田

町
大
字
大
石
田
甲

6
2
3
－
1
5
7

同
5
9
.
4

２
同

1
3
,
9
0
0

1
6
,
1
0
0
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8
,
4
0
0

2
0
,
7
0
0
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3
,
7
0
0

2
7
,
3
0
0

同
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太
田
町
ア

パ
ー
ト
１
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米
沢
市
太
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町
五

丁
目
１
－
1
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２
Ｄ
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中
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1
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8
0
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5
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8
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8
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2
,
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0
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7
,
2
0
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2
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9
0
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同
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号

同
同

6
8
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8

３
同

2
2
,
3
0
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5
,
8
0
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9
,
5
0
0

3
3
,
3
0
0
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8
,
0
0
0

4
3
,
9
0
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同
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同

6
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2
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,
3
0
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0
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1
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,
9
0
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8
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8
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0
0

同

置
賜

同 　
　
　
　
４
号

同
同
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（注）「収入」とは、入居者（申込者）及び同居親族の過去１年間における所得金額（公営住宅法施行令（昭和26

年政令第240号）第１条第３号に規定する所得金額をいう。以下同じ。）の合計から次に掲げる額を控除した額

を12で除した額をいう。

(1) 入居者又は同居親族に所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に規定する給与所得又は同法第35条第

３項に規定する公的年金等に係る雑所得（以下「給与所得等」という。）を有する者がある場合には、その給

与所得等を有する者１人につき　100,000円（その者の給与所得等の金額の合計が100,000円未満である場合に

は、当該合計額）

(2) 同居親族又は所得税法第２条第１項第33号に規定する同一生計配偶者（以下「同一生計配偶者」という。）

若しくは同項第34号に規定する扶養親族（以下「扶養親族」という。）で入居者及び同居親族以外のもの１人

につき　380,000円

(3) 同一生計配偶者が70歳以上の者である場合又は扶養親族が所得税法第２条第１項第34号の４に規定する老人

扶養親族である場合には、その同一生計配偶者又は老人扶養親族１人につき　100,000円

(4) 扶養親族が16歳以上23歳未満の者である場合には、その扶養親族１人につき　250,000円

(5) 入居者又は(2)に規定する者に所得税法第２条第１項第28号に規定する障害者がある場合には、その障害者

１人につき　270,000円（その者が同項第29号に規定する特別障害者である場合には、400,000円） 

(6) 入居者又は同居親族に所得税法第２条第１項第30号に規定する寡婦がある場合には、その寡婦１人につき　

270,000円（その者の所得金額から(1)の規定により控除する金額を控除した残額が270,000円未満である場合

には、当該残額）

(7) 入居者又は同居親族に所得税法第２条第１項第31号に規定するひとり親がある場合には、そのひとり親１人

につき　350,000円（その者の所得金額から(1)の規定により控除する金額を控除した残額が350,000円未満で

ある場合には、当該残額）　

２　入居者の資格

県営住宅に入居することができる者は、次の(1)から(4)に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただ

し、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けること

ができず、又は受けることが困難であると認められる者以外の者は、(1)を除く。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者そ

の他婚姻の予約者を含む。）があること。

(2) その者の収入が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこ

と。

イ　次のいずれかに該当する場合　214,000円

(ｲ) 入居者又は同居親族に障害者基本法（昭和45年法律第84号）第２条第１号に規定する障害者でその障が

いの程度が、次のａ、ｂ又はｃに掲げる障がいの種類に応じ、それぞれａ、ｂ又はｃに定める程度のもの

がある場合

ａ　身体障害　身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号の１級から４級まで

ｂ　精神障害（知的障害を除く。）　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第

155号）第６条第３項に規定する１級又は２級

ｃ　知的障害　ｂに規定する精神障害の程度に相当する程度

(ﾛ) 入居者又は同居親族に、次のいずれかに該当する者がある場合

ａ　戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第２条第１項に規定する戦傷病者で、その障がいの程

度が恩給法（大正12年法律第48号）別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号

表ノ３の第１款症に該当する程度であるもの

ｂ　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第117号）第11条第１項の規定による厚生

労働大臣の認定を受けている者

ｃ　海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過していないもの

ｄ　ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平成13年法律第63号）第２条に規

定するハンセン病療養所入所者等

(ﾊ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居親族のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合

(ﾆ) 同居者に18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者がある場合

ロ　イに掲げる場合以外の場合　158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
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(4) その者及び同居親族が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）でないこと。

３　選考方法

(1) １の表の区分の欄に「一般用」と記載のある県営住宅については、世帯の区分にかかわらず、申込順に選考

する。

(2) １の表の区分の欄に「特定目的用（身障者用）」と記載のある県営住宅については、身体障がい者世帯から

申込順に選考する。

４　申込期間及び方法

(1) 申込期間　　令和６年５月７日（火）から同年12月27日（金）まで（山形県の休日を定める条例（平成元年 

３月県条例第10号）に規定する県の休日を除く。）の午前９時から午後４時30分まで（ただし、郵送の場合

は、同日の午後４時30分までに(2)の提出先に到着したものに限り有効とする。）

(2) 申込用紙の請求先及び申込書の提出先

５　入居の時期　　入居申込の２箇月から３箇月後

県営住宅の所在する地域 請求先及び提出先

村山
山形市城南町一丁目１番１号　霞城セントラル22階

山形県住宅供給公社村山地域管理事務所

置賜
米沢市金池七丁目１番50号

山形県住宅供給公社置賜地域管理事務所

庄内
東田川郡三川町大字横山字袖東19番１

山形県住宅供給公社庄内地域管理事務所
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